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～適切な後見人等の選任・交代と担い手の確保・育成の推進～

2023.

エールくん

お問い合わせ

03-3359-0541
[受付時間]平日:9時～17時
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※新型コロナウイルス感染絋大の状況により、

会爆の定員を制限事る爆合がありま坑
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東京都中央区京橋1-10-7 KPP八 重洲ビル (地図は右記をご質ください)

以下のURLまたは右記QRコ ードからお申し込みください。 ＼スマートフォンう`らも!/

13時～17時 露藍塁現

https:〃www.legal―support.or.,P/

[受付期間]2022.12.20火 >2023.2.12日
受付開始 10時
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令和4年度 権利擁護支援シンポジウム

成年後見人 t ついて考えるヽ

工ヽ| ～適切な後見人等の選任。交代と担い手の確保・育成の推進～

令和4(2022)年 3月 25日 に閣議決定された第二

期成年後見制度利用促進基本計画 (以下「第二期計

画Jと いう。)で は、「全国どの地域においても、成年後見制度の利用を必要と

する人が、尊厳のある本人らしい生活を継続できるようにするためには、本

人の直面する財産管理や法的課題に適切に対応するとともに、本人の自己決

定権を尊重し、身上に配慮した後見事務を適切に行う後見人等が選任され

る必要がある。また、本人の状況の変化等を踏まえ、後見人等の柔軟な交代

が行われることを可能とする必要がある。」とされ、適切な後見人等 (成年後

見人、保佐人、補助人)の選任 交代の推進の必要性が指摘されていま魂

そして、適切な後見人等の選任 交代の推進のためには、各地域に多様な

主体が後見人等の権利擁護支援の担い手として存在している必要があるこ

とから、担い子の確保 育成も併せて推進する必要があり、第二期計画にお

いても「優先して取り組むべき事項Jに位置付けられていま現

本人の状況に合つた適切な後見人等が選任され、その状況の変化に合わ

せた柔軟な後見人等の交代がなされれば、本人の権利擁護が図られ、本人

が制度利用のメリツトを実感することができるのではないでしょうか。

このような適切な後見人等の選任・交代を実現するためには、地域におい

て本人が必要とする身上保護、意思決定支援等の内容及びその変化を適切

に把握し、支援する体制を構築することが必要となりま現

本シンポジウムでは、基調請演において、適切な後見人等の選任・交代と

担い子の確保 育成に関する現状の取組について確認するとともに、パネル

デイスカッションにおいて、本人がメリツトを実感できるために、今後、地域

において適切な後見人等の選任 交代と担い子の確保・育成をどのように推

進していくべきかについて議論しま免
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お問 い

合 わせ

適切な後見人等の選任。交代の

推進に関する家庭裁判所の取組

向 井  宣 人 氏 曝 高裁判所 事務総局 家庭局 第二課長]

適切な後見人等の選任・交代及び

担い手の確保。育成の推進に関する

厚生労働省の取組

松崎 俊久氏
[厚生労働省 社会 援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室 室長]

中核機関における権利擁護支援

チームの形成支援の取組

安 藤    亨 氏 [豊 田市 福祉部 福祉総合相談課主任主査]

今 井  末 果 氏 曙 国市成年後見支援センター主査]

13時～17時 全雪燕鐸赳よ;隔P贅藪古)絆ルーム
(閲場 12時 )X終 了a寺 間は予定でi

本シンポジウムは、後日、リーガルサポートの本一ムベージにて

オンデマンド配信しま現

[配信期間]2023.4.3(月 )～ 2023.6.30(金 )c定 )

会場50名 まで、WEB 500名 まで

※基調講演 1及 び 21ま 事前収録した動画を配信 しま現

いま、成年後見人について考える
～適切な後見人等の選任・交代と担い手の確保・育成の推進～

パネリスト

安 i際   専テ氏 [豊田市 福祉部 福祉総合相談課 主任主査]

今 井  末 果 氏 隠 田市成年後見支援センター 主査]

高江 俊名氏暇議騒郡覇講遜襲謙冥霧:著
分

合 田  明 美 氏 lネ1会福祉士、こゆ成年後見支援セ ンタ 〕

岩屋口智栄 氏
[司法書士、公益社団法人成年後見センター リーガルサボート神奈川県支部監査、
横浜市成年後見サボートネット(市協議会)委員]

コーディネーター

橋本 健司 氏
[司法書士、公益社回法人成年後見センター リーガルサポート利用促進法

対応委員会委員長、同神奈川県支部相談役]

2023.3.3Ⅲ:

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、会場の定員を布サ限する
'鳥

合があl〕 まi

以下のURLまたは右記QRコード
からお申し込みください。

https://www.lega卜 support.or。,p/
[受付期間]2022.12.20(火 )～ 2023.2.12(日 )

受付開始 10時

イE人情報の取扱いに関する事項

参加申込みにつき取得した情報は、必要な連絡、参加者名簿、報告詈作成、シン

ポジウム、研修会等の企画のために利用し、その他の目的には利用しません。

主 催
義1舒ωЩ公益社団法人成年後見センター・り中ガルサポート 03-3359-0541 [受付時間]

平日:9時～17時

厚生労働省、法務省、最高裁判所、日本司法支援センター (法テラス)、 社会福祉法人全国社会福祉協議会、日本公証人運合会、日本弁護士連合会、公益社回法人日本社会福祉士会、
公益社団法人日本精神保健福祉士協会、一般社団法人日本庁た年後見法学会、公益社団法人認知症の人と家族の会、一般社団法人全国手をつなぐ育成会連合会、一般社団法人日本
メンタルヘルスビアサポート専門員研修機構、一般社団法人日本発達障害ネットワーク(」 DDnet)、 日本司法書士会連合会(順不同)

ェ型鐵理'ノ

趣 旨及び目的
カグラム基調講演

プログラムパネルカ スカッション
開催 a時・会場

定 員

お申し込み方法

後 援


